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企業局企業職員就業規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。

平成26年３月26日

宮崎県企業局長 誕 砂 公 一

宮崎県企業局企業管理規程第１号

企業局企業職員就業規程の一部を改正する企業管理規程

企業局企業職員就業規程（昭和36年宮崎県企業局企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この企業管理規程は、平成26年４月１日から施行する。

改正後改正前

（高齢者部分休業）

第13条の５ 管理者は、55歳に達した職員が申請した場合において

、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達

した日後の最初の４月１日以後の日で当該申請において示した日

から当該職員に係る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭

和59年宮崎県条例第17号）第２条に規定する定年退職日をいう。

）までの期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないこ

と（以下「高齢者部分休業」という。）を承認することができる

。

２～５ ［略］

（高齢者部分休業）

第13条の５ 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営

に支障がないと認めるときは、当該職員が、当該職員に係る定年

退職日（職員の定年等に関する条例（昭和59年宮崎県条例第17号

）第２条に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ

。）から５年さかのぼった日後の日で、当該申請において示した

日からその定年退職日までの期間中、１週間の勤務時間の一部に

ついて勤務しないこと（以下「高齢者部分休業」という。）を承

認することができる。

２～５ ［略］

平成26年４月１日における号給の調整に関する規則をここに公布する。

平成26年３月26日

宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第１号

平成26年４月１日における号給の調整に関する規則

（平成26年４月１日において号給の調整を行う職員）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）附則第17項の調整考慮事項を考慮して人事委員会規則で定める職員は、平

成26年４月１日（以下「調整日」という。）において45歳に満たない職員（調整日において、その職務の級における最高の号給を受ける

ものである者を除く。）のうち、平成19年昇給等抑制職員又は平成20年昇給等抑制職員とする。

２ 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
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（１） 平成19年４月１日において、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成18年宮崎県人事委員会規則

第４号。以下「平成18年改正初任給等規則」という。）附則第７項の規定により読み替えられた初任給、昇格及び昇給等の基準に関

する規則（昭和48年宮崎県人事委員会規則第２号。以下「初任給等規則」という。）第35条若しくは平成18年改正初任給等規則附則

第８項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と

、同規則附則第７項中「同項中「定める号給数とする」とあるのは「定める号給数に相当する数から１を減じて得た数に相当する号

給数とする。この場合において、県給与条例第３条の２第５項の規定の適用を受ける職員で昇給区分をＣに決定されたものは、昇給

しない」」とあるのは、「同項に定める号給数」と、同附則第８項中「当該各号に定める号給数」とあるのは、「当該各号に定める

号給数に１を加えて得た数」と読み替えた場合における同項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員（次に掲げる

職員を除く。）

ア 平成19年４月１日から調整日までの間に、初任給等規則第22条第３項、第25条第２項又は第41条の規定により号給を決定された

職員（以下「上位資格取得等職員」という。）

イ 平成19年４月１日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第６に

定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動（以下「給料表異動等」という。）をした職員

ウ 平成19年４月１日から調整日までの間に、人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員（以下「個別承認職員」という。

）

エ 平成18年４月１日から平成19年３月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法（昭和25年法律第 261号。以

下「地公法」という。）第55条の２第１項ただし書きに規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣され

る一般職の地方公務員の処遇等に関する法律（昭和62年法律第78号）第２条第１項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第２条第１項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなか

った期間、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第２条第１項の規定により育児休業をしていた期間、

教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地公法第26条の５第１項に

規定する自己啓発等休業をしていた期間（以下「休職等期間」という。）がある職員のうち人事委員会の定めるもの

オ アからエまでに掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

（２） 平成19年４月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則等の一

部を改正する規則（平成26年宮崎県人事委員会規則第３号）第２条の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則附則第６項（平

成23年４月１日における号給の調整に関する規則（平成23年宮崎県人事委員会規則第４号）附則第２項の規定による改正前の平成18

年改正初任給等規則附則第６項を含む。以下「平成18年改正初任給等規則附則第６項」という。）の規定により号給を決定された職

員であって、平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する調整年数

を遡った日が平成19年４月１日（平成21年４月１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年２月１日（平成18年改正初任

給等規則附則第６項に規定する特定職員にあっては、同年１月１日））前となるもの（新たに職員となった日の翌日から調整日まで

の間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

（３） 平成19年４月１日から調整日の前日までの間に初任給等規則第16条第１号から第３号まで及び第６号に掲げる職員から人事交流等

により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの（人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日ま

での間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

（４） 平成19年４月１日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員（上位資格取得等職員となった日の翌日から調整

日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）のうち、初任給等規則第22条第３項又は第25条第２

項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給等規則附則第６項の規定により号給を決定された

職員であって、平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する調整年

数を遡った日が平成19年４月１日（平成21年４月１日以後に初任給等規則第22条第３項又は第25条第２項の規定により号給を決定さ

れた職員にあっては、平成19年２月１日（平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する特定職員にあっては、同年１月１日））

前となる職員及び初任給等規則第41条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

（５） 平成19年４月１日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの（当該給料表異動等をした日の翌

日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年４月１日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。）

ア 平成19年４月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年３月31日に当該給料表異動

等（当該給料表異動等が２以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。）があったものとした

場合に、第１号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

イ 平成19年４月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者（人事交流等により新たに職員となった者を除く。第３

項第５号イにおいて同じ。）であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職し

ていたものとした場合に、第２号に掲げる職員に該当することとなるもの。

（６） 平成19年４月１日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員（個別承認職員となった日の翌日から調整日ま

での間に上位資格取得等職員となった職員を除く。）のうち、人事委員会の定める職員

（７） 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

３ 第１項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
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（１） 平成20年４月１日において、初任給等規則第35条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなっ

た職員であって、同日に受けていた号給と平成18年改正初任給等規則附則第７項の規定の適用がないものとした場合の同日に受ける

こととなる号給とが異なる職員（同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承

認職員となった職員、平成19年４月１日から平成20年３月31日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるも

の並びにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。）

（２） 平成20年４月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、平成18年改正初任給等規則附則第６項の規定により

号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則附則第６項

に規定する調整年数を遡った日が平成20年４月１日（平成21年４月１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年２月１日

（平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する特定職員にあっては、同年１月１日））前となるもの（新たに職員となった日の

翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

（３） 平成20年４月１日から調整日の前日までの間に初任給等規則第16条第１号から第３号まで及び第６号に掲げる職員から人事交流等

により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの（人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日ま

での間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

（４） 平成20年４月１日から調整日の前日までの間に上位資格等取得職員となった職員（上位資格取得等職員となった日の翌日から調整

日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）のうち、初任給等規則第22条第３項又は第25条第２

項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給等規則附則第６項の規定により号給を決定された

職員であって、平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する調整年

数を遡った日が平成20年４月１日（平成21年４月１日以後に初任給等規則第22条第３項又は第25条第２項の規定により号給を決定さ

れた職員にあっては、平成20年２月１日（平成18年改正初任給等規則附則第６項に規定する特定職員にあっては、同年１月１日））

前となる職員及び初任給等規則第41条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

（５） 平成20年４月１日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの（当該給料表異動等をした日の翌

日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年４月１日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び

平成19年４月１日から平成20年３月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。）

ア 平成20年４月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年３月31日に当該給料表異動

等があったものとした場合に、第１号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

イ 平成20年４月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異

動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第２号に掲げる職員に該当することとなるもの

（６） 平成20年４月１日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員（個別承認職員となった日の翌日から調整日ま

での間に上位資格取得等職員となった職員を除く。）のうち、人事委員会の定める職員

（７） 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

第２条 平成18年４月１日から平成20年３月31日までの間において、休職等期間がある職員（休職等期間の末日の翌日から調整日の前日ま

での間に個別承認職員となった職員を除く。）であって、平成18年４月２日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再

び勤務するに至ったもののうち人事委員会の定める職員については、人事委員会の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員又は平

成20年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

（この規則により難い場合の措置）

第３条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、

別段の取扱いをすることができる。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。

（再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正）

２ 再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則（平成13年宮崎県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（端数計算）

第２条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定に

よる給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額をもって当該職員の給料月額とする。

（１） ［略］

（２） 育児短時間勤務職員等 職員の育児休業等に関する条例（

平成４年宮崎県条例第６号。以下「育児休業条例」という。）

第15条（育児休業条例第21条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例第

３条第５項若しくは第６項若しくは第３条の２第１項、第２項

（端数計算）

第２条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定に

よる給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額をもって当該職員の給料月額とする。

（１） ［略］

（２） 育児短時間勤務職員等 職員の育児休業等に関する条例（

平成４年宮崎県条例第６号。以下「育児休業条例」という。）

第15条（育児休業条例第21条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例第

３条第５項若しくは第６項若しくは第３条の２第１項、第２項
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若しくは第４項、育児休業条例第16条（育児休業条例第21条第

２項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えら

れた市町村立学校職員の給与等に関する条例第３条第５項、育

児休業条例第17条の規定により読み替えられた一般職の任期付

職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）第７

条第２項若しくは第３項又は職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例（平成22年宮崎県条例第43号）附則第６項の規

定により読み替えられた同条例附則第５項

若しくは第４項、育児休業条例第16条（育児休業条例第21条第

２項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えら

れた市町村立学校職員の給与等に関する条例第３条第５項、育

児休業条例第17条の規定により読み替えられた一般職の任期付

職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）第７

条第２項若しくは第３項、職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例（平成22年宮崎県条例第43号）附則第６項の規定

により読み替えられた同条例附則第５項又は職員の給与に関す

る条例附則第19項の規定により読み替えられた同条例附則第17

項若しくは第18項

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月26日

宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第２号

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則

通勤手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第８条 給与条例第５条の９第２項第１号に規定する運賃等相当額

（次項において「運賃等相当額」という。）は、次項に該当する

場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ

、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。

（１） 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認

められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間（給与条例

第５条の９第６項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。

）である定期券の価額

（２）・（３） ［略］

２ ［略］

（通勤の実情に変更を生ずる職員）

第10条 給与条例第５条の９第３項の人事委員会規則で定める職員

は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異

動又は勤務する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を

要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特

急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距

離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの

又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認め

るものとする。

（異動等の直前の住居に相当する住居）

第11条 給与条例第５条の９第３項の人事委員会規則で定める住居

は、公署を異にする異動又は勤務する公署の移転（以下「異動等

」という。）の日以後に転居する場合において、特急列車等を通

勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

（特急列車等の利用の基準）

第12条 給与条例第５条の９第３項各号列記以外の部分及び第４項

の人事委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

（１）・（２） ［略］

（通勤困難の基準）

第12条の２ 給与条例第５条の９第３項第１号の人事委員会規則で

定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとし、同基準

に照らして通勤困難であると認められる職員は、特別急行列車を

利用する職員に限るものとする。

第８条 給与条例第５条の９第２項第１号に規定する運賃等相当額

（次項において「運賃等相当額」という。）は、次項に該当する

場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ

、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。

（１） 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認

められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間（給与条例

第５条の９第５項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。

）である定期券の価額

（２）・（３） ［略］

２ ［略］

（対象となる職員）

第10条 給与条例第５条の９第３項の人事委員会規則で定める職員

は、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における

通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であ

るもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会

が認めるものとする。

（特急列車等の利用の基準）

第11条 給与条例第５条の９第３項各号列記以外の部分の人事委員

会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

（１）・（２） ［略］

（通勤困難の基準）

第12条 給与条例第５条の９第３項第１号の人事委員会規則で定め

る基準は、次の各号のいずれかに該当するものとし、同基準に照

らして通勤困難であると認められる職員は、特別急行列車を利用

する職員に限るものとする。
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（１） 異動等の直前の住居（第11条に規定する住居を含む。）か

ら当該異動等の直後に勤務する公署に普通交通機関等を利用し

て通勤するものとした場合において、当該異動等の直後に勤務

する公署の始業の時刻（以下「始業時刻」という。）前に当該

公署に到着するために当該異動等の直前の住居を出発すること

となる時刻から始業時刻までの時間が２時間以上であること。

（２） ［略］

（特急列車等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第13条 ［略］

２ ［略］

３ 第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、給与条例第５条の

９第３項第１号に規定する特別料金等の額の２分の１に相当する

額（前条に規定する基準に照らして通勤困難であると認められる

職員にあっては、３分の２に相当する額）の算出について準用す

る。この場合において、第８条第１項中「普通交通機関等の」と

あるのは「特急列車等の」と、同項第１号中「普通交通機関等」

とあるのは「特急列車等」と、「価額」とあるのは「価額の２分

の１に相当する額（第12条の２に規定する基準に照らして通勤困

難であると認められる職員にあっては、価額の３分の２に相当す

る額）」と、第８条第１項第２号中「普通交通機関等」とあるの

は「特急列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額

の２分の１に相当する（第12条の２に規定する基準に照らして通

勤困難であると認められる職員にあっては、特別料金等の額の３

分の２に相当する）」と、第８条第２項中「普通交通機関等」と

あるのは「特急列車等」と読み替えるものとする。

（人事交流等職員の範囲）

第13条の２ 給与条例第５条の９第４項に規定する人事委員会規則

で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人

とする。

（１） 国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第 215号）第

９条の２各号に掲げる法人

（２） 前号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法

人であると認めるもの

（給料表の適用の直前の住居に相当する住居）

第14条 給与条例第５条の９第４項の人事委員会規則で定める住居

は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合に

おいて、特急列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じない

ときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める

住居とする。

（権衡職員等の範囲）

第15条 給与条例第５条の９第４項の任用の事情等を考慮して人事

委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受

ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する

地域を異にする公署に勤務することとなったことに伴い、通常の

通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長

時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を

生ずる者で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合

における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分

以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人

事委員会が認めるものとする。

第16条 給与条例第５条の９第４項の同条第３項の規定による通勤

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものと

して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

（１） 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

（１） 普通交通機関等を利用して通勤するものとした場合におい

て、勤務する公署の始業の時刻（以下「始業時刻」という。）

前に当該公署に到着するために住居を出発することとなる時刻

から始業時刻までの時間が２時間以上であること。

（２） ［略］

（特急列車等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第13条 ［略］

２ ［略］

３ 第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、給与条例第５条の

９第３項第１号に規定する特別料金等の額の２分の１に相当する

額（前条に規定する基準に照らして通勤困難であると認められる

職員にあっては、３分の２に相当する額）の算出について準用す

る。この場合において、第８条第１項中「普通交通機関等の」と

あるのは「特急列車等の」と、同項第１号中「普通交通機関等」

とあるのは「特急列車等」と、「価額」とあるのは「価額の２分

の１に相当する額（第12条に規定する基準に照らして通勤困難で

あると認められる職員にあっては、価額の３分の２に相当する額

）」と、第８条第１項第２号中「普通交通機関等」とあるのは「

特急列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の２

分の１に相当する（第12条に規定する基準に照らして通勤困難で

あると認められる職員にあっては、特別料金等の額の３分の２に

相当する）」と、第８条第２項中「普通交通機関等」とあるのは

「特急列車等」と読み替えるものとする。



宮 崎 県 公 報平成 26年 ３ 月 26日（水曜日） 号外 第 14号

害 6害

関する条例（昭和63年宮崎県条例第４号。以下「外国派遣条例

」という。）第２条第１項又は公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例（平成13年宮崎県条例第49号。以下「公益的法人

等派遣条例」という。）第２条第１項の規定による派遣から職

務に復帰した職員のうち、給与条例第５条の９第１項第１号又

は第３号に掲げる職員で、当該復帰の直前の住居（当該復帰の

日以後に転居する場合において、特急列車等を通勤のため利用

する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委

員会がこれに準ずると認める住居を含む。）からの通勤のため

、特急列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを

利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とす

るもの（当該復帰の直前の勤務地と所在する地域を異にする公

署に勤務することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び

方法による場合には当該復帰前の通勤時間より長時間の通勤時

間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員

で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合におけ

る通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上

であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事

委員会が認めるものに限る。）

（２） 配偶者（配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある子）の住居に転居したこ

とに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当

該住居からの通勤のため、特急列車等でその利用が第12条に規

定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもので

あると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を

負担することを常例とするもの

（３） その他給与条例第５条の９第３項の規定による通勤手当を

支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

人事委員会の定める職員

（支給日等）

第16条の２ 通勤手当は、支給単位期間（次の各号に掲げる通勤手

当に係るものを除く。）又は当該各号に定める期間（以下この条

及び第18条において「支給単位期間等」という。）に係る最初の

月の給料等の支給に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則

第12号）第２条に規定する給料の支給定日（以下この条において

「支給日」という。）に支給する。ただし、支給日までに第３条

の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に

支給することができないときは、支給日後に支給することができ

る。

（１）・（２） ［略］

（３） 職員が２以上の特急列車等を利用するものとして特急列車

等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第５条

の９第３項第１号に規定する１箇月当たりの特別料金等２分の

１等相当額（第17条の２第３項第１号において「１箇月当たり

の特別料金等２分の１等相当額」という。）の合計額が２万円

を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

２・３ ［略］

（支給の始期及び終期）

第17条 ［略］

（返納の事由及び額等）

第17条の２ 給与条例第５条の９第５項の人事委員会規則で定める

事由は、通勤手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）

（支給日等）

第14条 通勤手当は、支給単位期間（次の各号に掲げる通勤手当に

係るものを除く。）又は当該各号に定める期間（以下この条及び

第18条において「支給単位期間等」という。）に係る最初の月の

給料等の支給に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第12

号）第２条に規定する給料の支給定日（以下この条において「支

給日」という。）に支給する。ただし、支給日までに第３条の規

定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給

することができないときは、支給日後に支給することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 職員が２以上の特急列車等を利用するものとして特急列車

等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第５条

の９第３項第１号に規定する１箇月当たりの特別料金等２分の

１等相当額（第16条第３項第１号において「１箇月当たりの特

別料金等２分の１等相当額」という。）の合計額が２万円を超

えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

２・３ ［略］

（支給の始期及び終期）

第15条 ［略］

（返納の事由及び額等）

第16条 給与条例第５条の９第４項の人事委員会規則で定める事由

は、通勤手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支
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を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事

由とする。

（１）～（４） ［略］

２ 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第５条の９第５

項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。

（１） ［略］

（２） １箇月当たりの運賃等相当額等が５万 5，000円を超えてい

た場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア ［略］

イ 第16条の２第１項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支

給されている場合 ５万 5，000円に事由発生月の翌月から同

項第１号若しくは第２号に定める期間に係る最後の月までの

月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通

機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の

合計額のいずれか低い額（事由発生月が当該期間に係る最後

の月である場合にあっては、０）

３ 特急列車等に係る通勤手当に係る給与条例第５条の９第５項の

人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

（１） １箇月当たりの特別料金等２分の１等相当額（２以上の特

急列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合に

あっては、その合計額。以下この項において「１箇月当たり

の特別料金等２分の１等相当額等」という。）が２万円以下

であった場合 第１項第２号に掲げる事由が生じた場合にあ

っては当該事由に係る特急列車等（同号の改定後に１箇月当

たりの特別料金等２分の１等相当額等が２万円を超えること

となるときは、その者の利用するすべての特急列車等）、同

項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあ

ってはその者の利用するすべての特急列車等につき、使用さ

れるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発

生月の末日にしたものとして得られる額の２分の１（第12条

の２に規定する基準に照らして通勤困難であると認められる

職員にあっては、３分の２）に相当する額（次号において「

払戻金２分の１等相当額」という。）

（２） １箇月当たりの特別料金等２分の１等相当額等が２万円を

超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める額

ア ［略］

イ 第16条の２第１項第３号に掲げる通勤手当を支給されてい

る場合 ２万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に

係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用す

るすべての特急列車等についての払戻金２分の１等相当額及

び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額（事由発

生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、０）

４ 給与条例第５条の９第５項の規定により職員に前２項に定める

額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給

義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義

務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことが

できる。

（支給単位期間）

第17条の３ 給与条例第５条の９第６項に規定する人事委員会規則

で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特急列車

等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由と

する。

（１）～（４） ［略］

２ 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第５条の９第４

項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。

（１） ［略］

（２） １箇月当たりの運賃等相当額等が５万 5，000円を超えてい

た場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア ［略］

イ 第14条第１項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支給さ

れている場合 ５万 5，000円に事由発生月の翌月から同項第

１号若しくは第２号に定める期間に係る最後の月までの月数

を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関

等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計

額のいずれか低い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月

である場合にあっては、０）

３ 特急列車等に係る通勤手当に係る給与条例第５条の９第４項の

人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

（１） １箇月当たりの特別料金等２分の１等相当額（２以上の特

急列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合に

あっては、その合計額。以下この項において「１箇月当たり

の特別料金等２分の１等相当額等」という。）が２万円以下

であった場合 第１項第２号に掲げる事由が生じた場合にあ

っては当該事由に係る特急列車等（同号の改定後に１箇月当

たりの特別料金等２分の１等相当額等が２万円を超えること

となるときは、その者の利用するすべての特急列車等）、同

項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあ

ってはその者の利用するすべての特急列車等につき、使用さ

れるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発

生月の末日にしたものとして得られる額の２分の１（第12条

に規定する基準に照らして通勤困難であると認められる職員

にあっては、３分の２）に相当する額（次号において「払戻

金２分の１等相当額」という。）

（２） １箇月当たりの特別料金等２分の１等相当額等が２万円を

超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める額

ア ［略］

イ 第14条第１項第３号に掲げる通勤手当を支給されている場

合 ２万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る

最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するす

べての特急列車等についての払戻金２分の１等相当額及び人

事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額（事由発生月

が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、０）

４ 給与条例第５条の９第４項の規定により職員に前２項に定める

額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給

義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義

務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことが

できる。

（支給単位期間）

第17条 給与条例第５条の９第５項に規定する人事委員会規則で定

める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等の

区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
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（１）・（２） ［略］

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等について、

次の各号のいずれかに掲げる事由（前条第１項各号に掲げる事由

に該当する事由に限る。）が前項第１号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日に

おいて明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の

属する月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属

する月の前月）までの期間について、同項の規定にかかわらず、

同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通

勤経路又は通勤方法に変更があること。

（４）・（５） ［略］

第17条の４ 支給単位期間は、第17条第１項の規定により通勤手当

の支給が開始される月又は同条第２項の規定により通勤手当の額

が改定される月から開始する。

２・３ ［略］

（１）・（２） ［略］

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等について、

次の各号のいずれかに掲げる事由（前条第１項各号に掲げる事由

に該当する事由に限る。）が前項第１号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日に

おいて明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の

属する月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属

する月の前月）までの期間について、同項の規定にかかわらず、

同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 通勤経路又は通勤方法に変更があること。

（４）・（５） ［略］

第17条の２ 支給単位期間は、第15条第１項の規定により通勤手当

の支給が開始される月又は同条第２項の規定により通勤手当の額

が改定される月から開始する。

２・３ ［略］

別記様式を削る。

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月26日

宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第３号

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則

（初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正）

第１条 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則（昭和48年宮崎県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第７の２ 昇給号給数表（第35条関係）

［略］

別表第７の２ 昇給号給数表（第35条関係）

［略］

ＣＢＡ昇給区分

［略］昇給の号給数

１以下２３以上

ＣＢＡ昇給区分

［略］昇給の号給数

００１以上

（初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成18年宮崎県人事委員会規則第４号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則

（初任給に関する経過措置）

６ 平成19年４月１日以後に新たに職員となり、その者の号給の決

定について初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則（以下「

初任給等規則」という。）第13条から第15条までの規定の適用を

受けることとなる者のうち、新たに職員となった日（以下この項

において「採用日」という。）から、これらの規定による号給（

以下この項において「特定号給」という。）の号数から初任給等

規則第11条第１項の規定による号給（初任給等規則第13条第１項

の規定により初任給等規則別表第６に定める初任給基準表の初任

給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。）

の号数を減じた数を４（新たに職員となった者が行政職給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの又は第34

条各号に掲げる職員であるときは、３）で除して得た数の年数（

附 則

（初任給に関する経過措置）

６ 平成19年４月１日以後に新たに職員となり、その者の号給の決

定について初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則（以下「

初任給等規則」という。）第13条から第15条までの規定の適用を

受けることとなる者のうち、新たに職員となった日（以下この項

において「採用日」という。）から、これらの規定による号給（

以下この項において「特定号給」という。）の号数から初任給等

規則第11条第１項の規定による号給（初任給等規則第13条第１項

の規定により初任給等規則別表第６に定める初任給基準表の初任

給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。）

の号数を減じた数を４（新たに職員となった者が行政職給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの又は第34

条各号に掲げる職員であるときは、３）で除して得た数の年数（
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１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項に

おいて「調整年数」という。）を遡った日が平成21年４月１日前

となるものの採用日における号給は、初任給等規則第13条から第

15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日（

平成21年４月１日以後に新たに職員となった者で採用日から調整

年数を遡った日が同日の属する年（以下この項において「基準年

」という。）の２月１日（特定職員にあっては、基準年の１月１

日）以後である場合にあっては、基準年の４月１日）の翌日から

採用日までの間における初任給等規則第32条に規定する昇給日（

平成19年４月１日から平成21年４月１日まで（平成23年４月１日

以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっ

ては、平成19年４月１日から平成20年４月１日まで）の間におけ

るものに限る。）の数に相当する号数を特定号給の号数から減じ

て得た号数の号給とする。

１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項に

おいて「調整年数」という。）を遡った日が平成21年４月１日前

となるものの採用日における号給は、初任給等規則第13条から第

15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日（

平成21年４月１日以後に新たに職員となった者で採用日から調整

年数を遡った日が同日の属する年（以下この項において「基準年

」という。）の２月１日（特定職員にあっては、基準年の１月１

日）以後である場合にあっては、基準年の４月１日）の翌日から

採用日までの間における初任給等規則第32条に規定する昇給日（

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は

日におけるものに限る。）の数に相当する号数を特定号給の号数

から減じて得た号数の号給とする。

（１） 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 平成19年４月１

日から平成21年４月１日まで

（２） 平成26年４月１日以後に新たに職員となり、同日において

46歳に満たない者（次号に掲げる職員を除く。） 平成19年４

月１日から平成20年４月１日まで

（３） 平成26年４月１日以後に新たに職員となり、同日において

45歳に満たない者 平成19年４月１日

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月26日

宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第４号

単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則

単身赴任手当に関する規則（平成２年宮崎県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（加算額等）

第４条 ［略］

（人事交流等職員の範囲）

第４条の２ 条例第５条の10第３項に規定する人事委員会規則で定

める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とす

る。

（１） 国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第 215号）第

９条の２各号に掲げる法人

（２） 前号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法

人であると認めるもの

（加算額等）

第４条 ［略］

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月26日

宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第５号

平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規

則の一部を改正する規則

平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則（

平成18年宮崎県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村

立学校給与条例附則第６項から第８項までの規定による給料

に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎

県条例第76号。以下「平成17年改正県給与条例」という。）附則

第７条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例（平成17年宮崎県条例第88号。以下「平成17年改正市町

村立学校給与条例」という。）附則第６項から第８項までの規定

による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

（平成17年改正県給与条例附則第７条第２項又は平成17年改正市

町村立学校給与条例附則第７項の規定による給料の支給）

第４条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しな

いこととなるもの（前条第６号に掲げる職員（第１号に掲げる場

合に該当することとなった職員を除く。）及び第１号に掲げる場

合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の

適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合

（施行日以降にこれらの異動が２回以上あった場合にあっては、

施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号

において同じ。）に同条第６号に掲げる職員に該当することとな

るものを除く。）には、その差額に相当する額（職員の給与に関

する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以下「県給与条例」とい

う。）附則第13項（市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭

和32年宮崎県条例第26号）附則第13項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。以下同じ。）の規定により給与が減ぜられて

支給される職員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて得た額

）を、平成17年改正県給与条例附則第７条第２項又は平成17年改

正市町村立学校給与条例附則第７項の規定による給料として支給

する。

（１） 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場

合（第５号に掲げる場合を除く。） 施行日の前日に当該異動

があったものとした場合に改正前の初任給等規則第24条から第

27条の２までの規定の例により同日において受けることとなる

給料月額に相当する額（職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（平成21年宮崎県条例第47号）の施行の日（以下こ

の項及び次条第１項において「基準日」という。）において同

条例附則第２項第１号（市町村立学校職員の給与等に関する条

例等の一部を改正する条例（平成21年宮崎県条例第49号）附則

第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定

する減額改定対象職員（以下この項及び次条第１項において「

減額改定対象職員」という。）である者（基準日の翌日以降に

給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を

除く。）及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動

又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異

動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員

である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当

平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村

立学校給与条例附則第６項から第９項までの規定による給料

に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎

県条例第76号。以下「平成17年改正県給与条例」という。）附則

第７条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例（平成17年宮崎県条例第88号。以下「平成17年改正市町

村立学校給与条例」という。）附則第６項から第９項までの規定

による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

（平成17年改正県給与条例附則第７条第２項又は平成17年改正市

町村立学校給与条例附則第７項の規定による給料の支給）

第４条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しな

いこととなるもの（前条第６号に掲げる職員（第１号に掲げる場

合に該当することとなった職員を除く。）及び第１号に掲げる場

合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の

適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合

（施行日以降にこれらの異動が２回以上あった場合にあっては、

施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号

において同じ。）に同条第６号に掲げる職員に該当することとな

るものを除く。）には、その差額に相当する額（職員の給与に関

する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以下「県給与条例」とい

う。）附則第13項（市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭

和32年宮崎県条例第26号）附則第13項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。以下同じ。）の規定により給与が減ぜられて

支給される職員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて得た額

）を、平成17年改正県給与条例附則第７条第２項又は平成17年改

正市町村立学校給与条例附則第７項の規定による給料として支給

する。

（１） 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場

合（第５号に掲げる場合を除く。） 施行日の前日に当該異動

があったものとした場合に改正前の初任給等規則第24条から第

27条の２までの規定の例により同日において受けることとなる

給料月額に相当する額（職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（平成21年宮崎県条例第47号）の施行の日（以下「

基準日」という。）において同条例附則第２項第１号（市町村

立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平

成21年宮崎県条例第49号）附則第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）に規定する減額改定対象職員（以下「

減額改定対象職員」という。）である者（基準日の翌日以降に

給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を

除く。）及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動

又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異

動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員

である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当

する額に 100分の99．1を乗じて得た額とし、これらの者以外の
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する額に 100分の99．1を乗じて得た額とし、これらの者以外の

者（基準日において医療職給料表（一）の適用を受ける職員（基

準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準

異動をした職員を除く。）及び基準日の翌日以降に給料表の適

用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行

日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において

医療職給料表（一）の適用を受ける職員である者となることとな

るものを除く。）にあっては当該給料月額に相当する額に 100

分の 99．34を乗じて得た額とし、それらの額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）

（２）・（３） ［略］

（４） 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応

じ、次に定める額

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間

勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額（基準日において減額改定対象職

員（県給与条例第３条第５項に規定する職員を除く。イ及び

次条第１項において同じ。）である者にあっては当該給料月

額に相当する額に 100分の99．1を乗じて得た額、基準日にお

いて県給与条例第３条第５項に規定する職員である者にあっ

ては当該給料月額に相当する額に 100分の 98．94を乗じて得

た額、これらの者以外の者（基準日において医療職給料表（

一）の適用を受ける職員である者を除く。）にあっては当該

給料月額に相当する額に 100分の 99．34を乗じて得た額）に

、勤務時間等条例第２条第２項又は市町村立学校職員勤務時

間等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務

時間を勤務時間等条例第２条第１項又は市町村立学校職員勤

務時間等条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）

イ ［略］

（５） ［略］

２ ［略］

（平成17年改正県給与条例附則第７条第３項又は平成17年改正市

町村立学校給与条例附則第８項の規定による給料の支給）

第５条 ［略］

者（基準日において医療職給料表（一）の適用を受ける職員（基

準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準

異動をした職員を除く。）及び基準日の翌日以降に給料表の適

用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行

日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において

医療職給料表（一）の適用を受ける職員である者となることとな

るものを除く。）にあっては当該給料月額に相当する額に 100

分の 99．34を乗じて得た額とし、それらの額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）

（２）・（３） ［略］

（４） 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応

じ、次に定める額

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間

勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額（基準日において減額改定対象職

員（県給与条例第３条第５項に規定する職員を除く。イ及び

第５条第１項において同じ。）である者にあっては当該給料

月額に相当する額に 100分の99．1を乗じて得た額、基準日に

おいて県給与条例第３条第５項に規定する職員である者にあ

っては当該給料月額に相当する額に 100分の 98．94を乗じて

得た額、これらの者以外の者（基準日において医療職給料表

（一）の適用を受ける職員である者を除く。）にあっては当

該給料月額に相当する額に 100分の 99．34を乗じて得た額）

に、勤務時間等条例第２条第２項又は市町村立学校職員勤務

時間等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤

務時間を勤務時間等条例第２条第１項又は市町村立学校職員

勤務時間等条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てた額）

イ ［略］

（５） ［略］

２ ［略］

第４条の２ 平成17年改正県給与条例附則第７条第２項の人事委員

会規則で定めるものは、医療職給料表（三）の適用を受ける職員

で平成23年４月１日にその者の属する職務の級が４級に降格した

者のうち、その者の受ける給料月額が、施行日の前日において４

級に降格したものとした場合に改正前の初任給等規則第23条の規

定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する

額（基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該

給料月額に相当する額に 100分の99．1を乗じて得た額とし、基準

日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては、当

該給料月額に相当する額に 100分の 99．34を乗じて得た額とし、

それらの額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額とする。）に達しないものとする。

２ 平成17年改正県給与条例附則第７条第２項に規定するその者の

給料の支給日における給料月額は、その者が当該降格をした日の

前日に属した職務の級及び受けていた号給に対応する平成26年４

月１日以降の最も低額の給料月額とする。

３ 平成17年改正県給与条例附則第７条第２項の人事委員会規則に

定める期間は、前項に規定する額に達するまでの期間とする。

（平成17年改正県給与条例附則第７条第３項又は平成17年改正市

町村立学校給与条例附則第８項の規定による給料の支給）

第５条 ［略］
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第５条の２ 平成17年改正県給与条例附則第７条第３項及び平成17

年改正市町村立学校給与条例附則第８項の人事委員会規則で定め

るものは、施行日以降、単純な労務に雇用される職員の給与の種

類及び基準に関する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の適用を

受ける職員から県給与条例の適用を受ける職員となった者のうち

、その者の受ける給料月額が、その者が施行日の前日に県給与条

例の適用を受ける職員となったものとした場合に同日において受

けることとなる給料月額に相当する額（基準日において減額改定

対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に 100

分の99．1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員

以外の職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に 1

00分の 99．34を乗じて得た額とし、それらの額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）に達しないも

のとする。

２ 平成17年改正県給与条例附則第７条第３項及び平成17年改正市

町村立学校給与条例附則第８項の人事委員会規則で定める期間は

、その者の受ける給料月額が、施行日の前日に受けていた給料月

額に 100分の99．7を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときはその端数を切り捨てた額）に 100分の99．1を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた

額）に達するまでの期間とする。

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。
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